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「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン」について 

 

 

 今般の東日本大震災で被災され、避難所生活を送られている被災者の健康管

理について、発災直後からの長期にわたりご尽力いただいていることに、感謝

申し上げます。 

 

避難所生活が長期化する中、今後、夏場を迎えるにあたり、避難所で生活さ

れる被災者の健康を守るための対策が、より一層重要となってきます。 

 

避難所の健康管理については、これまで、関係部局から事務連絡等により、

留意点などをお示ししてきましたが、避難所運営の管理やその支援に携わる

方々のため、分野横断的に留意すべき事項等を取りまとめた「避難所生活を過

ごされる方々の健康管理に関するガイドライン」をこの度、作成いたしました。 

 

避難所の運営にあたっておられる管理者や運営の支援に携わっている方々が、

避難所生活を送る被災者の方々の健康管理にあたり、適宜、ご活用をいただけ

るよう、貴管内市町村及び避難所の管理者等へ周知をお願いします。 
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はじめに 

 

○ 避難所管理者の方々におかれましては、避難所で生活をされる方々の健康

管理に、日々多大なるご尽力をいただいているところです。避難所で生活を

される方々にとっては、今後、避難所生活が長期に及ぶ可能性もあり、その

際には様々な健康への影響が懸念され、避難所で生活をされる方々の健康を

守るための対策がより一層重要となってきております。 

 

○ 本ガイドラインは、避難所で生活をされる方々が病気にならないよう、ま

たできるだけ健康に過ごしていただくため、避難所管理者の方々や避難所で

生活をされる方々を支援される関係者が、避難所における健康管理に関して

ご留意いただきたい事項として、まとめたものです。 

 

○ 避難所管理者等の方々が気になるところ、困ったことがありましたら、最

寄りの保健所、保健センター等行政の関連部署、保健師、管理栄養士、衛生

監視員などに相談してみるのもいかがでしょうか。 

 

○ 管理者ご自身の健康保持についても大切なことであり、例えば以下のこと

に気をつけてはいかがでしょうか。 

 例） 

 ・ボランティアや避難所で生活をされる方々と役割分担をする。 

  ・思考がまとまらない、眠れないなど過労が認められる場合は、管理者ご自

身も休養を取れるよう体制づくりを整える。 

 ・他の避難所の方との交流を図る。   など 

 

○ 避難所管理者等の方々におかれましては、日々の避難所の管理運営にあた

って、避難所で生活をされる方々の健康管理の上で参考になるところが、本

ガイドライン内にありましたら、適宜、ご活用をいただければ幸いです。 
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Ⅰ. 一般的留意事項                          

 

1.生活・身の回りのことについて 

 

（１）居住環境、空調・換気の重要性 

  １）温度管理 

○ 避難所の温度管理に留意してください。暑い場合には、換気をで

きるだけ行い、避難者の居住スペースが日陰となっているかどうか

確認し、日差しを遮るように工夫しましょう。特に乳幼児や高齢者

は脱水症状になりやすく、そのため熱中症にもなりやすいので、こ

れらの方々がおられるところでは「水分の摂取」を呼びかけましょ

う。 

○ 屋内の熱中症対策として、こまめに水分を補給できるような環境

が大切です。氷柱の設置などもひとつの方法です。 

○ 夏服の確保と、適切な衣類への着替えは大切です。 

○ 梅雤の時期で寒い場合には、施設暖房による温度管理に留意する

とともに、避難者が毛布の確保や衣類の重ね着をして対応している

かどうかに留意しましょう。床に直接座るのではなく、マットや畳

を敷いた上に座ることは、寒さ対策のひとつの方法になります。 

  ２）寝具等の清潔保持 

○ 室内は土足禁止として、布団を敷くところと通路を分けるように 

しましょう。 

○ 入室時には服の埃を払うよう、呼びかけましょう。 

○ 避難所生活が長引くにつれ、敷きっぱなしの毛布等寝具が汚れ、

湿気を含み、雤天の多くなる梅雤時の季節にはダニなどが発生しや

すくなります。日中は布団を敷きっぱなしにせず、晴れた日には日

光干しや通風乾燥を行うよう、避難者に促しましょう。 

○ 布団乾燥機などの機器があるところでは、定期的に乾燥に使用で

きるよう、使用の順番を決めましょう。 

○ 重労働となる寝具の交換においては、特に高齢者の交換を周りの

者が手助けできるよう、曜日を決めて行うなど、計画的な実施を心

がけましょう。   

○ 身の回りを整理整頓し、通路確保、転倒予防、段差への注意喚起

するよう工夫しましょう。 

○ 可能であれば靴下を履くよう呼びかけ、怪我防止のためにサンダ

ルではなく靴を履いてもらうよう促しましょう。  

  ３）蚊、はえ、ネズミ、ゴキブリ 

○ 避難所内でのゴミを捨てる場所を定めて、封をして、はえ、ネズ

ミやゴキブリの発生を防止しましょう。 

○ 定期的に、避難所全体を清掃し、食べ物や残飯などを適切に管理

しましょう。 
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○ 夏には避難所の出入り口や窓に、できたら細かな網を張る、殺虫

剤を使用するなど、防虫対策をとりましょう。 

 

（２）水分・飲料水 

  １）水分補給 

○ 様々なストレスやトイレが整備されないことが原因で、避難者は

水分をとる量が減りがちになります。特に高齢者は脱水に気付きに

くく、脱水は尿路の感染症や心筋梗塞、エコノミークラス症候群な

どの原因にもなるので、しっかりと水分を取るよう促しましょう。 

  ２）飲料水の衛生管理 

○ 避難者の飲用にはペットボトル入りミネラルウォーター又は煮沸

水を使用し、生水の使用は避けましょう。 

○ 給水車による汲み置きの水は、できるだけ当日給水のものを使用

しましょう。  

○ 井戸水や湧き水をやむを得ず使用する時は、煮沸等殺菌すること

に気をつけましょう。 

 

（３）栄養管理 

○ 食事提供の目標とする栄養量を目安に、栄養バランスのとれた食事

の提供に努めましょう。 

○ 可能であれば、食事のエネルギーや塩分含有量を掲示したり、選択

メニューの導入など、食事管理が必要な方が食事の内容や量を調整で

きるように、できるだけ工夫しましょう。治療を目的とした栄養管理、

食事療法が必要な方は、医療機関につなぎましょう。 

○ 食事で摂れない栄養については、補助食品等も活用しましょう。 

○ 必要に応じて、保健所等の管理栄養士・栄養士に相談しましょう。 
  ※ 参考：平成23年4月21日付事務連絡「避難所における食事提供の計画・評価 

のために当面の目標とする栄養の参照量について」 

 

（４）食中毒予防 

○ 夏に向けて気温が上がり始める時期から、食中毒が起こりやすくな

ります。食品の取り扱いには十分な注意が必要です。また、寒い時期

でもノロウイルスなどによる食中毒が起こりますので、季節にかかわ

らず、食品の衛生管理に留意しましょう。 

○ 届いた物資を加工したり、火を通すためにも、調理場所の確保と衛

生管理を行いましょう。 

○ 食事の前やトイレ後は、流水で必ずよく手洗いをするよう促しまし

ょう。調理者は手指の消毒を心がけましょう。水が十分に確保できな

い場合には、ウェットティッシュ等を活用するよう働きかけましょう。 

○ 配給食を出す場合には、食品の賞味期限、消費期限を確認しましょ

う（必要以上に保管しない）。 
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○ 配った食品は早めに食べていただくよう呼びかけて、残った物は回

収し破棄しましょう（必要以上に配布しない）。 

○ 食料は、冷暗所での保管を心がける等、適切な温度管理を行いまし

ょう。 

○ 加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱しましょう。 

○ 調理器具等は使用後にできるだけ洗浄しましょう。 

○ 下痢や嘔吐等の症状がある方は、食品を取り扱う作業をしないよう

にしましょう。 
※ 参考：平成23年3月11日付事務連絡「平成23年東北地方太平洋沖地震による 

被災者等の感染症等発生予防対策の徹底について」 

 

（５）入浴ができない場合 

○ 水が十分に確保できない時や入浴設備が整わない場合でも、病気や感

染症予防等のために、体を清潔に保つことが大切です。 

○ 清潔を保つ方法としては、温かいおしぼりやタオル等を用いて体を拭

いたり、足や手など部分的な入浴もあります。 

 

（６）避難所周りの環境 

  １）トイレの衛生  

○ 利用者の数に応じた手洗い場とトイレを設置しましょう。やむを

得ない場合には、野外にトイレゾーンを設けることも可能ですが、排

せつ物による環境汚染が発生しないように工夫しましょう。可能な限

り男性用、女性用を分けるなど利用しやすいようにしましょう。 

○ 使用後は、流水が利用できるときは手指を流水・石けんで洗える

ようにし、消毒を励行しましょう。ペーパータオルを設置しましょう。

トイレへの共用タオルや手洗いバケツの設置は感染症の流行を広げ

る恐れがありますので、避けましょう。水が使えない場合は、ゴミ箱

を設置してウェットティッシュを活用するなど、手をきれいにする手

段を確保しましょう。 

○ トイレは、当番を決めるなどして定期的に清掃、消毒を行いまし

ょう。 
     ※ 参考：平成23年5月26日版「被災地での健康を守るために」 

２）ゴミ 

○ 避難所のゴミは分別して定期的に収集して、避難所外の閉鎖され

た場所で管理しましょう。 

  ３）飲酒・喫煙 

○ 周囲の人に迷惑がかからないよう、ルールを定めましょう。避難

所の掲示板などで周知し、皆で守るように働きかけましょう。 

○ 受動喫煙防止及び火災防止のために、避難所では原則全面禁煙に

しましょう。 
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  ４）動物（犬・猫）の管理について 

○ 動物を連れての避難者もいらっしゃるかもしれません。預かり場

所設置・管理、飼育場所の指定、犬に咬まれたときの対応などを  

決めておきましょう。 

５）その他 

○ 外部から避難所に戻る際には、衛生管理の観点から、靴についた

泥をよく落としてもらえるよう、呼びかけましょう。 

  ○ 避難所で生活をされる方々には、ポスター掲示（視覚）、音声（聴

覚）の両方で、健康に関する情報を提供しましょう。 

 

 

２.病気の予防 

（１）感染症の流行予防  

○ 避難所での集団生活では、下痢等の消化器系感染症や、風邪やイン

フルエンザ等の呼吸器系感染症が流行しやすくなります。避難所に出

入りされる方々には、こまめに手洗い、うがいを励行するよう呼びか

けましょう。水が出ない場合は、擦り込み式エタノール剤の確保に努

め、可能であれば、擦り込み式エタノール剤やウェットティッシュを

世帯単位で配布するのが望ましいです。 

○ 発熱・せきなどの症状がある方には、避難所内に風邪・インフルエ

ンザを流行させないために、軽い症状であっても、マスクの着用を呼

びかけましょう。長引くときには結核などの恐れもありますので、早

めの受診を勧めましょう。 

○ 下痢の症状がある方には、脱水にならないよう水分補給を呼びかけ

ましょう。また、周囲に感染を広げないように、手洗いを励行しまし

ょう。      

○ がれき撤去の際には、長袖・長ズボン・手袋（皮手袋）の上に厚手

のゴム手袋をしたり、厚底の靴を履くなどしてけがを防ぎ、感染症に

かからないようにしましょう。 

○ けがをした場合には、そこから破傷風に感染するおそれがあります。

土などで汚れた傷を放置せず、手当を受けるように医療機関に紹介し

ましょう。 

○ 下痢、嘔吐、発熱患者が同時期に複数の方に発生した場合には保健

所に連絡しましょう。 

○ 感染症の患者さんが発生した場合は、感染拡大防止のため、患者さ

んのお部屋を分けて作ることも検討しましょう。 

○ 下痢や嘔吐物の処理は、ノロウイルス対策のため、その都度適切に

行うことが大切です。感染の拡大を防ぐために、下痢や嘔吐物を片付

ける際は、直接、それらに手を触れないようにしましょう。 
※ 参考： 

国立感染症研究所「被災地・避難所における感染症リスクアセスメント」 

<http://idsc.nih.go.jp/earthquake2011/risuku.html> 



Ⅲ．避難所管理者のための健康管理チェックリスト　（例）　

朝 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

　　　月　　２９日 　　　月　　３０日 　　　月　　３１日　　　月　　２５日 　　　月　　２６日 　　　月　　２７日 　　　月　　２８日

チェック チェック チェックチェック チェック

　　　月　　１６日 　　　月　　１７日 　　　月　　２３日 　　　月　　２４日　　　月　　１８日 　　　月　　１９日 　　　月　　２０日 　　　月　　２１日 　　　月　　２２日　　　月　　１２日　　　月　　７日 　　　月　　８日 　　　月　　９日 　　　月　　１０日 　　　月　　１１日 　　　月　　１３日 　　　月　　１４日 　　　月　　１５日

備　考　欄

　　　月　　５日 　　　月　　６日　　　月　　３日 　　　月　　４日　　　月　　２日　　　月　　１日

着替えや入浴など、体の清潔保持を呼びか
けた

歯磨きなどの口腔ケアを呼びかけた

トイレの衛生管理を行った

ごみを適切に管理した

体操や屈伸運動をするように呼びかけた

飲酒・喫煙のルールを守るよう呼びかけた

本日、観察する以下の項目について、確認し
た

チェック

避難所内の清掃を呼びかけた

項　　目

不安や不眠、悩んでいる気配のある人の有
無を確認した

下痢や発熱等体調不良の訴えの有無を確認
した

栄養に配慮した食事を提供した

食中毒の予防に心がけた

高齢者の健康状態の確認を行った

水分・飲料水の確保や提供、衛生管理を行っ
た

寝具の清潔保持を呼びかけた

室内温度を適正温度に調整した

持病やけがをしている方の状態観察をした

妊婦の健康状態を確認した

チェック チェック チェック チェック チェック チェック チェック チェック チェックチェック チェック チェック チェック チェック チェック チェック チェックチェック チェック チェックチェック チェック チェック チェック チェック

夜


